
第6勲章，勲記等を紛失した場合の取扱い

勲章及び勲記又は褒章及び章記は，いずれも再交付することはできないが，勲記又

は褒章の記については， これに代わるものとして，有勲証状（勲記）又は有章証状（章

記）を交付している。交付を希望される方は，有勲証状等交付願により返信用切手を

添付の上，直接，賞勲局宛て申請されたい。勲章又は褒章（綬，略綬を含む｡）につ

いては，独立行政法人造幣局販売事業課に依頼して自費で調製することができるが，

その際，賞勲局発行の勲章（褒章）調製通知書を添付して申し込むことになっている

ので，勲章調製等通知書交付願により，賞勲局宛て返信用切手を添付の上， 申請され

たい。また，塗箱及び綬，略綬のみ調製を希望される向きは，黒江屋又は彫刻・勲章

サービスにそれぞれ直接依頼して自費で調製することができる。

なお，造幣局では，現在，記念章及び従軍記章については，都合により調製してい

ない。

1 勲章，褒章（綬，略綬を含む｡）

・ 独立行政法人造幣局販売事業課（〒534-0043大阪府大阪市北区天満1－1-79)

電話06-6351-6913 (直通）

2 塗箱

黒江屋（〒103-0027東京都中央区日本橋1-2-6黒江屋国分ビル2階）

電話03-3272-0948

3 綬，略綬のみを希望される場合は独立行政法人造幣局では扱っていないが，下記で

購入することができる。

中杉（〒105-0003東京都港区西新橋2-13-4)

電話03-3501-3943

有勲証状，有章証状，勲章（褒章）調製通知書

内閣府賞勲局（〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1)

電話03-5253-2111 (代表), 03-3581-6536 (直通）
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(様式）

口有勲証状等交付願

口勲章調製等通知書交付願
令和 年 月 日

内閣府賞勲局長殿

下記の勲章，勲記等を紛失（破損） しましたので，勲章調製等通知書,有勲証状等
を交付されたく申請します。

記

1 該当する□に「し」を付けてください。

2 申請できるのは，受章者本人又は原則として二親等以内の遺族の方です。
3 申請の際には，受章との続柄を証明できる書類（戸籍等）を添付してください。
4 「証明，調製等が必要な勲章，褒章名等｣， 「紛失（破損）状況」欄はわかる範囲で記述願います。
5返信用切手（証状等140円，通知書82円）を添付してください。

備考

●
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申請人

現住所

氏 名

電話番号

受章者との続柄

ｨ■■■■■■

T

印

本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫・その他（ ） ※○を付けてください

．受章者本人が 口勲記を紛失した（有勲証状） 口章記を紛失した（有章証状）

．受章者の遺族が口勲記を紛失した（有勲証明書又は証明書） 口章記を紛失した（有章証明書）

･勲章を 口紛失した（勲章調製通知書） 口破損した（勲章修理通知書）

･褒章を 口紛失した（褒章調製通知書） 口破損した（褒章修理通知書）

受章者

ふり がな

氏 名

生年月日

本 籍

官職等

※受章した後に，改姓，改名した場合は記入

(改氏名）

明・大・昭・平・令

年 月 日生 ※受章者が亡くなった場合は死亡年月日を記入

(明・大・昭・平・令年月 日死亡）

※受章当時を記入

※受章当時を記入

証明，調製

等が必要な

勲章

名等

, 褒章

勲章 フ

ー

＃薩章等の名称

勲記，章記等の番号

受章年月 日

受 章 事 由

第 号

明・大・昭・平・令 年 月 日

紛失(破損）

状況

紛失年月 日

(破損年月日）
明・大・昭・平・令年月 日

紛失場所

(破損箇所）

(わかる範囲で具体的に）


